
コーポレートガバナンスの基本方針 

 

第１章 総則 

 

１．目的 

本基本方針は、アトラ株式会社（以下、「当社」という。）のコーポレートガバナンスに

係る基本的な事項を定めることにより、ステークホルダーへの社会的責任を果たすととも

に、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的とします。 

 

２．企業理念・経営理念・企業行動憲章 

当社は、「企業理念」・「経営理念」・「企業行動憲章」を、当社の経営計画の策定や経営の

意思決定における根幹の考え方と位置づけます。 

 

企業理念 

世界中の人を健康にしたい。 

 

経営理念 

挑戦し続ける 

社員で気づく築く 

忠実な評価 

 

企業行動憲章 

 企業理念「世界中の人を健康にしたい」を実現するために、当社およびそのすべての役

員・従業員は、誠意と創意をもって、健全な事業活動を推進し、高い倫理観のもと、良き

企業市民として社会的責任を果たすことに努め、持続可能な社会の実現に貢献するグロー

バル企業を目指して、企業活動を推進します。 

 

1.基本方針 

法令を遵守することはもとより、企業倫理に沿った良識ある企業活動を実践します。ま

た、各国および各地域の文化や慣習を尊重した事業活動を行い、各国および各地域の発展

に貢献します。 

 

2.顧客満足の向上 

人や地球のために、今までにない可能性を提供することを常にめざし、新しい生活スタ

イルを生みだす独創的な商品やサービスを創出し、提供することにより、社会の発展に寄

与します。お客様の信頼獲得と満足向上のために、お客様のニーズと要望に応え、かつ、



安全性、品質、信頼性、環境に配慮したより良い商品、サービスを提供します。 

 

3.情報開示・情報保護 

お客様はもとより、株主、投資家、お取引先など、さまざまなステークホルダーとのコ

ミュニケーションを図るとともに、社会への説明責任を果たすために、企業および商品・

サービスに関する適正な情報を適時に開示・提供します。アトラが保有する重要な情報に

ついて、情報セキュリティの確保に努めるとともに、お客様、お取引先などからお預かり

した個人情報の保護に努めます。 

 

4.地球環境保全 

地球環境保全のため、環境に配慮した企業活動を行い、地球環境保全への一層の貢献に

努めます。 

 

5.人権の尊重 

あらゆる事業活動において、基本的人権を尊重し、差別的な取扱いや人権侵害行為をし

ません。また、児童労働、強制労働を認めません。 

 

6.安全で働きやすい労働環境の整備 

事業を行う各国・各地域の法令に則り、従業員の権利を尊重した健全な労働条件の整備

および安全で働きやすい職場環境の維持・向上に努めます。従業員の多様性と個性を認め、

能力を十分に発揮できる職場風土の醸成と人材育成に積極的に努めます。 

 

7.社会との調和 

「良き企業市民」として、「環境」「教育」「社会福祉」分野などで、社会貢献活動を積極

的に展開し、社会との調和・共存を図ります。 

 

8.反社会的勢力との断絶 

反社会的勢力との関係は、いかなる状況にあっても断固として拒絶いたします。 

 

３．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、法令遵守のもと、経営の公正性、健全性、透明性を高め、効率的な経営に取り

組み、当社のステークホルダーの長期的な利益の最大化を実現するためには、コーポレー

トガバナンスの充実が経営上最重要課題であると認識します。 

 

第２章 コーポレートガバナンス体制 

 



１．経営体制 

 当社は、会社法上の監査役会設置会社を選択します。また、複数の独立社外取締役が監

査役と連携して経営を監督することにより、ガバナンスの実効性を強化します。 

 

２．取締役会 

(1)役割 

 取締役会は、受託者責任を認識し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に

責任を負います。 

 取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、当社の企業理念、経営理念、企業

行動憲章の策定、新規事業参入、撤退、組織再編など当社の経営の重要な意思決定を行い

ます。 

取締役会は、代表取締役社長の後継者計画を監督します。 

取締役会は、内部通報体制の整備と運用状況を監督します。 

 

(2)構成、任期 

 取締役の員数は 10名以内で、任期は 2年とします。取締役会は、幅広い知見・経験を有

するメンバーで構成します。また、監督機能の強化や当社の経営に対する総合的な助言を

得るため、独立性の高い社外取締役を複数名選任します。 

 

(3)経営会議の設置 

 当社は、経営会議を設置し、当社の重要な日常業務の執行を委任します。 

 

(4)取締役会の実効性評価 

 取締役会は、少なくとも年 1 回、取締役会の意思決定及び監督の実効性や、取締役会の

会議運営等に関して、自己評価等により取締役会の評価を実施します。 

 

３．監査役会 

(1)役割 

 監査役会は、取締役会から独立した組織として、業務・財産状況の調査、会計監査人の

選解任の権限の行使等を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性につき監査するこ

とを主な役割とします。 

 

(2)構成・任期 

 監査役会は、法令や財務・会計に関する専門的かつ高い見識や幅広い業務経験を有する

監査役にて構成し、各監査役の任期は 4年とします。 

 



(3)連携 

 監査役会は、会計監査人及び内部監査室と連携し、十分かつ適正な監査を行う体制を確

保します。また監査役会は、意見交換などを通じて独立社外取締役と連携します。 

 

(4)監査の支援体制 

 当社は、監査役の必要とする情報を適確に提供するなど、監査役の職務遂行を支援しま

す。 

 

４．会計監査人 

 監査役会は、会計監査人候補について、監査役会にて決議した「会計監査人の評価・選

任基準」（以下、「評価・選任基準」という。）に基づき、独立性・専門性・コミュニケーシ

ョン能力・監査報酬の妥当性等を評価した上で、候補の決定を行います。 

 監査役会は、会計監査人の業務や、会計監査人の監査の相当性とともに、評価・選任基

準に基づき、会計監査人の適切性についても継続的に評価を行います。 

 

５．役員選任 

 当社は、取締役・監査役の指名についての方針と手続について、取締役会で決議するこ

とを検討します。 

 

６．役員のトレーニング 

  当社は、取締役・監査役の就任時において、それぞれの役割・責務を適切に果たすた

めに必要となる法令やコーポレートガバナンス等に関する知識習得の機会を設けます。

特に、社外役員が新たに就任する際は、当社の事業内容・経営計画等の理解促進に必要

な情報提供の機会を設けます。また、就任後も必要に応じて同様の機会を設けます。 

 

７．役員報酬 

当社は現在、業績と連動する報酬や自社株報酬を導入していませんが、当社の持続的な

成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動す

る報酬や自社株報酬の導入について、今後検討します。導入する際にはその割合を適切に

設定するよう、検討します。 

 

第３章 株主の権利・平等性の確保 

 

１．株主の権利の確保 

 当社は、株主が適切にその権利を行使することができる環境の整備を行います。 

 



２．株主総会 

(1)当社は、株主総会において株主が適切に権利行使できるよう、環境整備に努めます。 

株主との建設的な対話の充実や、株主の判断に資する正確な情報提供等の観点から、株

主総会開催日をはじめとする株主総会関連日程を適切に設定します。 

株主が議案の内容を十分に検討する時間を確保できるよう、株主総会招集通知の早期発

送に努めます。 

株主総会招集通知の当社ウェブサイト等への掲載など、電子的手段の活用に努めます。 

 

(2)当社は、株主総会の各議案の賛否の状況を分析し、適切な対応を検討します。 

 

第４章 資本政策 

 

１．資本政策の基本的な考え方 

当社は、資本政策を重要な経営課題の一つと位置づけており、収益力の強化や事業基盤

の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、

株主に対しての安定的かつ継続的な利益還元を実施することを基本方針とします。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年 1回を基本方針とします。 

 当面は成長投資を優先し、配当性向については 10%を目指します。 

 内部留保資金の使途については、財務体質の強化と積極的な事業展開のための備えとし

ます。 

 

２．政策保有株式に関する方針 

当社は、いわゆる政策保有株式としての上場株式の保有に関して、業務提携等、業務上

のシナジーがある会社に限定する方針です。 

 当社は、取締役会において、年 1 回、主要な政策保有株式としての上場株式の保有につ

いて、そのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証

し、これを反映した保有のねらい・合理性について、有価証券報告書に記載することで具

体的に説明します。 

 当社は、政策保有株式としての上場株式の議決権行使について、中長期的な視点で企業

価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを当社判断基準と

して議決権の行使を行います。 

 

３．買収防衛策 

 当社は、株主公開買付等による買収に対する防衛策の導入は行いません。 

 

第５章 ステークホルダーとの協働 



 

１．行動規範 

当社は、鍼灸接骨院支援事業の高い公共性を認識し、すべてのステークホルダーからの

信頼に応えるため、役員・従業員の一人ひとりが誠実かつ倫理的な行動を実践するための

企業行動憲章を定めます。 

 

２．ダイバーシティの推進 

当社は、社内に多様な視点や価値観が存在することが会社の持続的な成長を確保する上

で強みとなり得るとの認識に立ち、社内における女性の活躍推進を含む多様性の確保を推

進します。 

 また、経歴、年齢、国籍、文化的背景などについて、多様性の確保に注力します。 

 

３．内部通報制度 

当社は、従業員等が不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・

情報開示についての情報や疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念

が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報制度運用規程を定め、運用します。 

当社の取締役会は、内部通報の体制整備を実現する義務を負い、内部通報制度の運用状

況を監督します。 

当社は、内部通報体制の一環として、経営陣から独立した窓口を設置します。 

 

第６章 情報開示の充実と株主とのコミュニケーション 

 

１．IR活動 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投

資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、当社を成長させていくこ

とが重要と認識します。 

 そのため、IR 担当取締役を中心とする IR 体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に

対する理解を得るため、株主や投資家との対話の場を設けるなど、株主や投資家からの取

材にも積極的に応じます。 

 また、投資家等に対する経営トップが出席する決算説明会を半期に 1回行います。 

 

第７章 その他 

 

１．改廃 

本基本方針の制定及び改廃は取締役会の決議によります。 


